
新・判例解説 Watch ◆ 労働法 No.116

1vol.31（2022.10） 1

　　　　ローライブラリー ◆ 2022年 6月3日掲載　
文献番号 z18817009-00-101162183

労働契約申込みみなし制度に基づく労働契約の成否

【文 献 種 別】　判決／大阪高等裁判所
【裁判年月日】　令和 3年 11 月 4日
【事 件 番 号】　令和 2年（ネ）第 973 号
【事　件　名】　地位確認等請求控訴事件（東リ事件）
【裁 判 結 果】　控訴一部認容・一部棄却
【参 照 法 令】　労働者派遣法 40条の 6
【掲　載　誌】　労判 1253 号 60 頁、労経速 2470 号 3頁、労働判例ジャーナル 118 号 2頁、
　　　　　　　裁判所ウェブサイト
◆ LEX/DB 文献番号 25591047

…………………………………… ……………………………………
宮崎産業経営大学専任講師 古賀修平

事実の概要

　Ｙ（一審被告・被控訴人）は、床材、敷物の製
造、販売等を目的とする会社である。訴外ＡとＹ
は、平成 11 年以降、Ｙの伊丹工場におけるＢ工
程およびＣ工程に関して業務請負基本契約を締結
し、平成 28 年 4 月に、期間を 1年とする業務請
負契約を締結した（以下、Ｂ工程についての契約を
「請負契約 1」、Ｃ工程についての契約を「請負契約 2」
という。）。
　Ｘ１～Ｘ５（一審原告・控訴人、以下「Ｘら」ともいう。）
は、Ａの従業員だった者であり、それぞれＢ工程
またはＣ工程において製造業務に従事していた。
　両工程ともに、Ｙの従業員とＡの従業員が混在
して稼働していた時期が当初あり、また、Ｂ工程
においては、平成 26 年頃までＹの従業員が技術
指導やトラブル発生時の対応、製品の仕様につい
て指示を行うことがあった。
　各工程における業務の流れは、Ｙが 1週間ごと
に作成する「製造依頼書」に基づき、Ａの責任者
が「週間製造日程表」を作成し、Ｙによる確認を
受けたうえで製造を行うというものであり、Ｙは、
必要に応じて品種や数量の変更・追加を事後的に
依頼することもあった。製造工程における留意事
項は、Ｙの従業員が作成した文書を各工程の責任
者に交付し、各工程の掲示板に添付していた。Ｙ
は、Ｘらに対して、Ｙの主催する会議への出席や
使用機材のメンテナンスについて指示していた。
Ｘらの勤怠管理は基本的にＡが行っていたが、Ｙ
の従業員がＡの従業員に対して残業時間を伝えて
いた。また、Ｙに製品に対するクレームが寄せら

れたときは、Ａの現場責任者に対して報告書の提
出を求めていた。
　各工程における製品の原材料は、ＹがＡに支給
しており、原材料についての価格交渉や費用の清
算はなされていなかった。Ａは、現場事務所をＹ
から無償で貸与されるとともに、各工程の製造ラ
インについてはそれぞれ月額 2万円でＹから賃
借していた。製造機械の修理費はＹが負担してい
た。
　平成 29 年 2 月、Ａは、Ｙからの増産要請に応
えられないことから、本件請負契約 1を解消す
ること、同年 3月からは労働者派遣に移行した
いこと、事業を別の業者に引き継いだうえで撤退
する意向であることを申し入れ、Ｙはこれを承諾
した。同年 3月 1日、ＡとＹは、Ｂ工程について、
派遣期間を同月 30 日までとする労働者派遣個別
契約を締結し、Ａは、Ｘ１～Ｘ４を含む従業員を派
遣した。請負契約 2は、同年 3月末をもって終
了した。
　Ｘ１～Ｘ４は、同月 17 日、本件業務請負契約 1
が労働者派遣法（以下「派遣法」という。）40 条の
6第 1項 5号に該当するとして、Ｙからの直接雇
用の申込みを承諾する旨の書面をＹに発送した。
なお、Ｘ５は、同年 8 月 25 日に同趣旨の書面を
Ｙに発送した。
　同年 3月、訴外Ｅは、Ａの従業員のうち、Ｘ
らを除く 14 名を採用し、同年 4月以降、Ｂ工程
およびＣ工程にＡの元従業員らを派遣した。他方、
Ｘらを含むＥに採用されなかったＡの従業員は、
同年 3月 30 日限りで整理解雇された。
　Ｘらは、派遣法 40 条の 6に基づき、Ｙとの間
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に労働契約が存在することの確認、未払賃金の支
払い等を求めて提訴した。
　原審（神戸地判令 2・3・13 労判 1223 号 27 頁）は、
業務請負契約 1・2が偽装請負の状態にあったと
はいえないとして、請求を棄却した。Ｘらが控訴。

判決の要旨

　１　偽装請負等の状態の有無（争点 1）
　(1)　「『労働者派遣事業と請負により行われる
事業との区分に関する基準を定める告示』（昭和
61 年労働省告示第 37 号。平成 24 年厚生労働省
告示第 518 号による改正後のもの。以下「本件
区分基準」という。）……は、労働者派遣法の適
正な運用を確保するためには労働者派遣事業に該
当するか否かの判断を的確に行う必要があるとい
う観点から同法の行政解釈を示したものであり、
その内容には合理性が認められるから、本件にお
いても、これを参照するのが相当である。」
　(2)　ＹがＡの責任者を通じて伝達していた内
容が具体的な作業手順の指示であること、Ｙの従
業員がＡの従業員に対して直接具体的な指示をし
ていたこと、Ａが自らの判断で作業遂行の速度、
順序等を自由に決定することができなかったこと
等からすれば、「業務の遂行方法に関する指示そ
の他の管理を自ら行っていたと認めることはでき
ない」（本件区分基準 2条 1号（イ））。「Ａは、単に
労働者の労働時間を形式的に把握していたにすぎ
ず、労働時間を管理していたとは認めることはで
きない」（同（ロ））。Ａが従業員の服務規律に関
する指示を行っていたとは認められず、また、Ａ
の従業員が有給休暇をとる場合の応援者の手配に
ついてもＡは関与していなかった（同（ハ））。
　Ａが請負契約に基づく請負人としての法律上の
責任を負っていたとは認められず、Ａが、原材料
や製造機械を自己の責任や負担で準備し、調達し
たと評価することはできない。また、各工程で必
要な社員教育を行う能力やノウハウがＡにあった
とは認められない（同 2号）。
　「以上によれば、Ａが本件業務請負契約 1・2
に基づいて……Ｂ工程及びＣ工程で行っていた業
務は、本件区分基準にいう請負の要件を満たすも
のということはできない。」「Ｂ工程及びＣ工程は、
……いずれも偽装請負等の状態にあったものとい
うべきである。」

　２　脱法目的の有無（争点 2）
　(1)　派遣法 40 条の 6 第 1 項 5 号は、「労働者
派遣の役務の提供を受ける者に偽装請負等の目的
があること」を要件としているが、これは、「労
働者派遣の指揮命令と請負の注文者による指図等
の区別は微妙な場合があり、請負契約を締結した
者が労働者派遣におけるような指揮命令を行った
というだけで、直ちに前記民事的な制裁を与える
ことが相当ではないと考えられることから、特に
偽装請負等の目的という主観的要件を付加したも
のと解される。このような主観的要件は、労働者
派遣の役務の提供を受ける者が自らこれを認める
ような場合を除き、通常、客観的な事実から推認
することになると考えられるが、偽装請負等の目
的という主観的要件が特に付加された趣旨に照ら
し、偽装請負等の状態が発生したというだけで、
直ちに偽装請負等の目的があったことを推認する
ことは相当ではない。」
　「しかしながら、日常的かつ継続的に偽装請負
等の状態を続けていたことが認められる場合に
は、特段の事情がない限り、労働者派遣の役務の
提供を受けている法人の代表者又は当該労働者派
遣の役務に関する契約の契約締結権限を有する者
は、偽装請負等の状態にあることを認識しながら、
組織的に偽装請負等の目的で当該役務の提供を受
けていたものと推認するのが相当である。」
　(2)　本件では、「平成 11 年頃のＡのＹに対す
る役務の提供が偽装請負であったことは明らかで
あり、そのことをＹも認識していたことは優に認
められる。」平成 16 年改正による製造業への労
働者派遣の解禁後も、「Ｂ工程におけるＡの従業
員の労務提供の在り方が直ちに変更されることは
なく」、両工程においてＹの従業員とＡの従業員
が共に稼働ないし混在していた。平成 26 年頃、
Ｙは、Ｙの従業員がＡの従業員を指導したことが
請負契約における指揮命令権の観点から問題があ
ると考えて当該従業員を異動させたが、「このこ
とは、逆にいえば、Ｙにおいて本件業務請負契約
1・2 が偽装請負とされる可能性を意識していた
ことを示すものである。」その後も、Ｙは、「偽装
請負等の状態を解消することなく、日常的かつ継
続的に偽装請負等の状態を続けていたのであるか
ら、本件業務請負契約1・2が解消されるまでの間、
Ｙには、偽装請負等の目的があったものと推認す
ることができる。」
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　（労働契約の成立に係る論点のうち、Ｘらの労働条
件および承諾の意思表示の時期に関する部分は割愛
した。）

判例の解説

　一　本判決の位置付け１）

　本件は、労働者派遣法 40 条の 6に定められた
労働契約申込みみなし制度に基づく下請け企業の
（元）労働者と発注元企業との間の労働契約の成
否に関する事案である。
　労働者派遣法は、労働契約申込みみなし制度の
対象として、5つの類型（同条 1項 1号ないし 5号）
を規定しているが、本件は、同 5号のいわゆる
脱法目的での偽装請負の事案であり、偽装請負状
態の有無、および、脱法目的の有無が中心的な争
点となる。
　労働契約申込みみなし制度の適用に関する裁判
例は、本件原判決および本判決のほか、ハンプ
テイ商会事件判決（東京地判令 2・6・11 労判 1233
号 26 頁）、日本貨物検数協会（日興サービス）事
件地裁判決（名古屋地判令 2・7・20 労判 1228 号
33 頁）、同高裁判決（名古屋高判令 3・10・12 労判
1258 号 46 頁）があるが、労働契約の成立を結論
として認めたのは本判決が初めてである２）。
　原判決は偽装請負状態に当たらないと判断して
Ｘらの請求を棄却したが、本判決は、偽装請負状
態に当たると判断しており、偽装請負状態の有無
をめぐる評価が異なる点で注目される。
　また、本判決は、派遣法 40 条の 6第 1項 5 号
の定める労働者派遣法等の適用を免れる目的（脱
法目的）について、独自の判断枠組みを提示して
おり、あてはめにおいても脱法目的を認めており、
理論的にも実務的にも重要な判決である。

　二　偽装請負状態の有無
　本判決は、労働者派遣と請負の区別について、
行政解釈である本件区分基準を参照するのが適切
であるとしている。本件区分基準への言及は、本
判決のほか、本件地裁判決および前掲ハンプテイ
商会事件判決においてみられる３）が、その判断
方法については、判決により相違がみられる。す
なわち、本件区分基準は、労働者派遣に該当しな
い適法な請負と認められるための要件として、①
自己の雇用する労働者に対する直接の指揮監督、

および、②業務処理における契約の相手方からの
独立性の 2つを定めており、学説上も 2つの要
件であると解されている４）。この点、原判決は偽
装請負状態の有無について、上記①②にまたがる
事情を「総合考慮」して結論を導き出していた５）

のに対し、本判決は、本件区分基準の各点につい
て検討を加えている。請負の適法性を厳格に判
断しようとする立場ともいいうるが、上記①②が
請負を性質付ける異なる観点であることからすれ
ば、別個に判断されるのが適切であり、かかる判
断は妥当である。
　本件区分基準に照らした諸事情に対する評価と
いう点では、原判決と本判決は、概ね同一の事実
関係に対して真逆の評価を与えている。判断の分
かれ目は、請負の形式面を重視するか、実態面を
重視するかの違いにあったと思われる６）。原判決
に対しては、請負関係の形式面を重視した判断で
ありＹとＡの間の請負関係の実態を捉えていない
との批判７）や、判決自体の論理一貫性に対する
疑念８）が示されていた。この点、本判決は、原
判決で軽視されていたＹの従業員による直接的な
指示（会議への出席、メンテナンス作業）の存在を
指摘するとともに、ＹのＡに対する依頼内容が製
造工程に関する具体的な指示であり、Ａの裁量に
よる指示とはいえないこと、すなわち、ＹとＡの
請負関係の実態を考慮に入れた判断を行ってい
る。偽装請負が契約形式と実態の乖離から生じる
問題であることを踏まえれば妥当な判断である。

　三　脱法目的の有無
　派遣法 40 条の 6第 1項 5号の定めるいわゆる
「脱法目的」の解釈をめぐっては、学説上、偽装
請負の事実それ自体に法規制を免れる目的が当然
に含まれるとして、独自の要件として位置付けな
い（発注者による指揮命令という客観的事実から推
認される）見解９）と、条文上あえて明記されてい
ることやその立法趣旨（1号ないし 4号の定める労
働者派遣法の規定違反と異なり偽装請負については
そもそも請負と労働者派遣の区別が微妙な場合があ
ること 10））に鑑み、独自の（主観的）要件として
位置付ける見解 11）に大別される。行政解釈 12）は
後者の見解に立つ。裁判例では、前掲ハンプテイ
商会事件判決、前掲日本検数協会（日興サービス）
事件高裁判決が後者の見解に立ち、脱法目的の要
件を正面から不要とする前者の見解に立つものは
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現在のところない。本判決も、その文理上、また、
趣旨解釈上、脱法目的の存在が独自の要件であっ
て、発注者からの指揮命令の存在をもって認めら
れるものではないとする。条文の文言解釈として
は妥当であろう。
　そのうえで問題となるのは、脱法目的を独自の
要件と位置付ける場合において、これをいかにし
て判断するかである。学説では、発注者の積極的
な脱法意図ないし認識が要求されるとの見解 13）

と、発注者の積極的な脱法意図までは求めず、請
負契約の締結・展開過程における間接事実の積み
重ねから脱法目的が推認されうるとの見解 14）に
分かれる。裁判例も、法人の代表者または実質的
な契約締結権者の主観的な認識を基準に判断され
るとした前掲ハンプテイ商会事件判決、労働者派
遣法等による規制を回避する意図を示す客観的な
事情の存在を基準に判断されるとした前掲日本検
数協会（日興サービス）事件地裁判決、脱法目的
の存在を直接的に示す証拠が認められない場合で
も、偽装請負についての認識が認められ、かつ、
脱法目的がないことをうかがわせる事情が一切存
在しない場合には脱法目的の存在が推認されうる
とした同事件高裁判決に分かれる。
　この点、本判決は、日常的かつ継続的に偽装請
負等の状態を続けていたことが認められる場合に
は、特段の事情がない限り、発注者側の偽装請負
状態に対する認識が推認され、発注者側の組織的
な脱法目的が推認されると判示している。長期に
わたり偽装請負状態が生じていたという本件事案
の特殊性によるところもあると思われるが、かか
る論理は、脱法目的という主観面の評価を、常態
的な偽装請負状態の存在という客観的な事実関係
から直接的に導き出すことを認めるものであり15）、
脱法目的の推認にあたってのひとつの指標を示す
ものとして評価できる。
　あてはめの点では、本判決は、請負契約締結当
初の明白な偽装請負状態、偽装請負を指摘される
可能性をＹ自ら認識していたと推認させる出来事、
長期間にわたる偽装請負状態の継続を根拠に脱法
目的を認めた。本件は、偽装請負状態が長期間継
続していたとともに、派遣法の規制状況との関係
からも請負形式を選択したことについて脱法意図
を容易に推認し得た事案だったと思われる 16）。そ
の意味で、本判決の示した判断枠組みのもとで、
脱法目的が否定される「特段の事情」がどのよう

な場合において認められるかについては正面から
問われなかったといえる。この点は、今後の裁判
例で明らかにされていくこととなろう。

●――注
１）本判決の評釈として、竹内寿「判批」ジュリ 1566 号
（2022 年）4頁、萬井隆令「判批」労旬 2003 号（2022 年）
13 頁がある。

２）ハンプテイ商会事件では脱法目的に関する要件の点が、
日本貨物検数協会事件では承諾の意思表示に関する要件
の点がそれぞれ充足していないと判断された。

３）これに対して、前掲日本検数協会（日興サービス）事
件地裁判決・高裁判決は、発注者等による指揮命令の存
在から労働者派遣に当たると判断している。本件区分に
依拠した判断は必ずしも必要でないとする見解として、
松井良和「判批」法時 93 巻 9号（2021 年）152 頁。
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